
　

　

白鷗大学公的研究費に係る研究活動における不正行為防止の体制

最高管理責任者 

   学 長 
 

不正防止推進機関 

白鷗大学総合研究所 

統括管理責任者 

副学長 

倫理教育推進責任者 

 ・各研究科長 

 ・各学部長 

 ・各研究所長 

 ・図書館長 

 ・事務局長 

倫理教育推進副責任者 
 

経営企画室 

法科大学院・経営学研究科・法学研究科・経営学部・法学部・教育学部 

における公的研究費採択者・申請者 

・研究活動におけ   

 る行動指針の策定 

・不正防止計画実施  

 に必要な措置 

実施状況の報告 

・研究倫理教育等   

 不正防止計画の  

 実施を指示 

実施状況の報告 

・最高管理責任者の指示の下、 

 不正を発生させる要員の把握 

  及び研究倫理教育等不正防止 

   計画の策定 

統括管理責任者の指示の下、研究者の基本的責任、

倫理規範、研究活動に対する姿勢などの行動規範及

び研究活動に関して守るべき作法についての知識又

は技術を習得、習熟させる教育を定期的に実施。 

・不正を発生させる要員の把握および 

 研究倫理教育用不正防止計画の策定推進補佐 

経営企画室 

・倫理教育推進責任者の補佐 



　

　

白鷗大学公的研究費に係る研究活動における不正行為告発受理体制

最高管理責任者 

   学 長 
 

調査委員会 

（白鷗大学総合研究所） 

統括管理責任者 

副学長 

・調査結果の公表 

（特定不正行為が行われたことが認定された場合） 
 

・就業規則に基づく処分 

予備調査 

・告発の報告 

・半数以上が外

部有識者で構成 

告発者及び被告

発者と利害関係

のない者で組織 

調査委員会の設置 

学内外からの 

不正行為告発 

最高管理責任者が、３０日以内 

に本調査をするか否かを判断 

経営企画室 

・告発の報告 

本調査 

本調査をしない場合 

理由を告発者に通知 

調査委員会 

（白鷗大学総合研究所） 

調査委員会の設置 

３０日以内に調査開始 

統括管理責任者 

副学長 

最高管理責任者 

   学 長 
 

・本調査開始後１

５０日以内に、調

査した内容を調

査報告書にまと

め、特定不正行

為が行われたか

どうか認定する 

告発者 

被告発者 

文部科学省 

調査結果の報告 

・不服申し立て 

 （特定不正行為と 

   認定された被告発者） 

・認められれば再調査 

調査結果の報告 

調査結果の報告 


